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従業員の皆さん、毎日のお仕事ご苦労様です。
新型コロナウィルスの為、日本中に出されていた「緊急事態宣言」も解除され、新たな生活が戻りつつあります。
完全に終息するまでは、気を抜かず大切な命（自分だけでなく関わる全ての人の）を守るべく「新しい生活様式」を守って行きましょう。
今月の「衛生委員会通信」のテーマは、今年の６月施行される「パワハラ防止法」についてです。

事業主・労働者に｢責務」！
パワハラ防止法として、2020年6月改正労働施策総合推進法が施行！

・第30条3第3項 労働者の責務：パワハラに対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を

払い、事業主の措置への協力

・第30条2第1項 事業主の責務：パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務（相談体制の整備等）

および第30条3第2、3項 パワハラに対する関心と理解を深めるため、パワハラに関する研修の実施等

パワハラの法定義
✔「職場において行われる」 労働者が業務を遂行する場所、宴会等も業務関連性次第

✔「優越的な関係を背景とした 抵抗または拒絶することができない蓋然性が高い関係

言動であって」 （※蓋然性　≒　可能性）

✔「業務上必要かつ相当な範囲 業務上必要性がない、またはその態様が相当でない

を超えたものにより」

✔「雇用する労働者の就業環境 雇用形態を問わず雇用するすべての労働者

を害されるもの」 派遣労働者についても同様（みなし事業主）

業務上の必要性・相当性
受け手が不快だと、指導や叱責はハラスメントなのでしょうか？

指導　　≠　ハラスメント

✓　その指導や叱責には、行わなければならない業務上必要な理由はありますか？

✓　その必要性を、相手や第三者に明確に説明することができますか？

✓　その指導や叱責で、伝える言葉や態度に問題ありませんか？

✓　その指導や叱責は、問題の解決や相手の成長のために行っていますか？

パワハラと指導の違い

業務上の必要性がない 業務上の必要性がある

必要性が説明できない 必要性が説明できる

回数・頻度が多い（執拗・粘着質） 健全な職場環境を維持するため、

業務上の必要性があったとしても 業務の遂行のために必要なこと

「正しくない方法」で伝達

威圧的、攻撃的、否定的、批判的 肯定的、受動的、見守る、リクエスト

過去のことを蒸し返す タイムリーにその場で受け入れ準備が

相手の状況や立場を考慮しない できているとき

組織や自分の利益（感情）優先 組織にも、相手にも利がある

いらいら、怒り、嘲笑、冷徹、不安、 期待、穏やか、具体的で明確

嫌悪感、嫉妬、不明確

部下が委縮する 部下が責任を持って発言・行動する

職場がぎすぎすする 職場に活気がある

退職者が多くなる

訴訟リスク

注意するポイント（内容・態様・執拗さ） 注意するポイント（方法・場所・時間）
✔　人格等を侵害（非難）するような言葉はＮＧ！ ✔　人前を避け、できるだけ個別に指導

✔　業務の問題点改善のために具体的な指導 ✔　長時間の指導は避け、できるだけ都度手短に

✔　執拗な指導はＮＧ（回数・都度タイムリーに！） ✔　就業時間外は、どうしても必要な場合以外ＮＧ

✔　必要以上に大きな声で指導はＮＧ ※どうしても必要な場合も、相手の都合などには配慮

指導の際の態度に注意！ ✔　指導は平等に、感情的にならずに！

予防のために必要なこと
パワハラにならないためのコミュニケーション力向上
・円滑な職場コミュニケーションの醸成（挨拶はできているか？）
・正しいことを、正しくない方法で伝えていないか？（言葉や態度は適切か？）
・感情をコントロールすることを意識する（怒り、怖れ、悲しみ、焦り、妬み）
・攻撃でなく「自分の要望を伝える」リクエスト上手に
・ハラスメントの原因となる制度などの知識は最新か？

常に自己検証、組織は研修実施などサポートを！

誰のため？

自分の感情
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業務上の必要性

態度

タイミング

でも「ハラスメント！」と言われるかも･･･本当に気にすべきは



パワーハラスメントの行為類型

パワーハラスメントの行為類型

ハラスメントが起きてしまったら
ハラスメントを受けた人は パワーハラスメントに気づいた人は

・我慢しても決して解決はしない ・見て見ぬふりをすることは間接的な

→ハラスメントかどうかわからない場合を含めて相談を！ ハラスメント行為、職場環境が悪化

・一人で悩まずに、相談窓口、上司、信頼できる相談先 ・ハラスメントに該当するかどうか

わからない場合も含め、相談窓口へ通報

パワーハラスメントを受けた人から相談があった場合は ・グレーゾーンの把握が組織の防止策につながる

・相談窓口、安心して相談できる場所・機会の確保

・相談後のフォロー体制整備

・プライバシーの確保

・不利益取扱禁止措置、報復禁止措置、再発防止措置

自己検証と組織的な取り組みを！

担当者のひとこと
パワハラが発生する要因である日常的なコミュニケーション不全やマネジメント

のミスマッチは現場で対応するべき課題です。

パワハラ防止対策は、「何がパワハラか」ではなく、「どうすれば、働きやすく

なるか」という視点を持つことが重要です。

お互いが尊重し合い、助け合える組織文化、職場環境を目指しましょう。
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これまで通用していた「これくらいは許されるよね！」は許されない！ 知識・認識のアップデート

常に自他の言動への注意を心がける（自己検証）

組織のルールを理解し、組織としてハラスメント対策！

承認を意識しコミュニケーション


